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３．事業継続計画 

 

3-1 基本方針と前提条件 

(1)生命が最優先 

   お客さま、塩釜ガスの従業員(家族含む)、供給継続に資する関連事業者、の生命保護

は事業継続に優先する。 

 

(2)目的 

   都市ガスの供給について、大規模な供給途絶を招かないことを目的とする。 

  それ以外の業務について継続は必須ではなく、人命保護・感染拡大防止の観点から、

むしろ中止・抑制すべきである。特にお客さまと面対する業務は最小限度に留める。 

 

(3)被害想定 

塩釜ガスの従業員の 40%が欠勤し、流行が 8 週間続くと想定。他の社会機能維持者

(※)は最低限度の稼働がなされていると想定。 

※治安を維持する者、ライフライン事業者(電力・ガス・水道)、ライフラインを維

持するために必要な物資を輸送する者、国または地方公共団体の危機管理に携わ 

る者、国民の最低限の生活維持のための情報提供に携わる者 

 

(4)事業計画の発動 

以下の事業計画は、原則として国による国内発生早期以降が宣言された時点で発動

するが、最終的には塩釜ガスが設置した対策本部長が発動する。 

 

(5)救援体制について 

実際の流行時には、日本国内全体で流行することになる可能性が高く、また一部地

域の流行であっても、人命優先と感染拡大防止の観点から、都市ガス事業者間で人の

移動を伴う相互応援は非常に困難となる。したがって、塩釜ガスの自助努力による事

業継続計画とする。 

 

(6)供給継続に資する関連事業者との連携 

供給の継続に不可欠な協力企業、取引事業者を洗い出し、十分な協議を行う。 

  



 

 

3-2 優先業務の選定 

各ガス事業者は、自らの業務を下表の２つに分類する。 

区分 名称 内容 

A 優先実施業務 都市ガスの供給維持に必須な業務及びその支援業務 

(システム、広報、電話受付、勤務管理等) 

B 非優先業務 都市ガスの受入・供給の継続に直接関与しない業務 

 

＜区分例＞ 

下表－２を参考に各部署において、供給維持に必要な業務を洗い出し、その実施方法を

定めておく。面対業務は可能な限り最大限度抑制する。 

表－２業務の区分例 

部門 業務 区分 備考 

 

 

供給 

１３Ａガスの受入に関する業務 A 仙台市ガス局の被害状況等 

供給管理、圧力管理 A 中長期的な供給計画を除く 

主要導管の維持管理 A 地区ガバナ含む 

主要導管以外の維持管理 B 法定の漏えい調査含む 

ガス導管工事 B 新設含む。但し、緊急性を有する

ものは A 

緊急 

保安 

ガス漏れ、供給支障対応の要員 A （注意１） 

 

ｼ ｽ ﾃ ﾑ

管理 

受入・供給・顧客管理等、供給に必

須なシステムの保守業務 

A 導管図面システムを含む 

 

総務 

経理

広報 

 

 

２．の感染拡大に関係する業務 A  

４．の対策本部支援業務 A  

労務管理 A  

経理処理 A 但し、最低限度 

広報 A 業務停止を行うことの広報やマス

コミ対応が必要 

上記以外 

福利厚生、中長期要員計画等 

B  

お客

さま

関連

業務 

定期保安巡回 B 法定周知・調査含む 

開閉栓 B 新設開栓含む（注意２） 

検針 B  

面対しての料金収受 B 銀行振り込み等は継続 



 

 

 

 

 

電話受付 A  

内管工事 B 新設含む。但し、緊急性を有する

ものは A 

ガス機器販売、修理 B (注意 2) 

新規営業 B  

資材 製造・供給継続に必要な資材類(導管

材料含む)の調達 

A  

上記以外の資材の調達 B  

 

(注意 1) 

   緊急保安業務のうち、下記の面対が必要なものについても抑制を検討する。 

  但し、(注意 2)参照。 

・マイコン復帰 電話復帰頂く。ガス臭い等の異常がない限り出動しない。 

・灯内内管修理 検知器調査等でメーターガス栓まで異常がないことが確認できた場合

は、メーターガス栓を閉止ししガスの使用できないことを要請する。すなわち、灯内

内管の修理は行わない。 

・機器修理 当該機器の使用を中止して頂く。 

(注意２) 

   お客さまが社会機能維持者、緊急指定病院等、社会的重要施設であった場合は別途 

対応する。 

 

3-3 非優先業務の停止 

  3-2 で選定した B(非優先業務)については、原則として小康期まで行わない。したがっ

て、A の業務に従事する者以外は出勤を停止する。 

  但し、法定業務については、所管する経済産業省(局・監督部含む)へ事前連絡する。 

  また、検針については、お客さまと対面せず実施できる場合には、マスク等を装着し

て実施する。 

 

3-4 出勤を停止した場合の措置 

(1)在宅勤務の検討 

3-2 で選定した A の業務について、在宅で可能なものは極力在宅で行う。そのために必

要な PC 等の持ち出し規定についてもあらかじめ策定する。 

 

(2)健康管理の徹底 

 家庭で感染しないよう、不要不急の外出は避け、2-1 に記した健康管理を徹底する。 

 



 

 

(3)対策本部との連絡 

B の業務に従事し、在宅勤務とされた場合でも、A 業務の交替要員として出勤となる場

合もある。したがって、常に連絡先を対策本部に届出しておく。 

 

3-5 通勤について 

極力公共交通機関は利用しない。そのため、下記いずれかを検討しておく。 

・業務用車・自家用車による通勤 

  駐車場の確保も合わせて検討 

・本社関連施設への宿泊 

  この場合、宿泊場所、毛布、飲食物等の準備が必要である。 

 

3-6 人員計画 

・3-1 に記した条件で A 業務が遂行できるよう、あらかじめ従業員・供給継続に資す 

る関連事業者職員の割り当てを行い、本人に周知しておく。 

・職場責任者が欠勤した場合に備え、代行者も定めておく。 

・要員の健康状態を把握し、適宜業務割り当ての修正を行う。 

 

3-7 原料（天然ガス等）の確保 

・原料産出国、運搬船に関わる業界等での流行情報を入手し、原料調達への影響を常に

把握する。 

 ・原料逼迫の事態が発生する場合には経済産業省・局へ速やかに連絡する。 

 

3-8 供給停止区域発生時の措置 

  供給停止が発生した場合、または発生する可能が非常に高いと判断される場合には可

能な限り速やかに表－４に示す関連機関に連絡する。この場合、経済産業省から病院等

重要施設には代替供給の検討等の指示が出される場合があるので協力する。 

 

3-9 社会・お客さまへの広報 

 ・新型インフルエンザ等流行時に、ガス事業運営に関して、お客さま・地域社会・マス

メディア等に情報提供する。（特に 3-8 の事態の場合は重要） 

（例：「ガス供給に支障ありません」「新設工事や機器修理には収束後にお願いします」） 

 

４．対策本部の設置 

(1) 原則として国による国内発生早期移行が宣言された時点で対策本部を設置する。 

その標準的組織を表－１に示す。 

対策本部の設置は、表－１に定める事務局の具申にもとづいて社長が決定する。 



 

 

ただし不在の場合にはあらかじめ定めた代行順位（表－２）に基づき代行する。 

 

(2) 的確かつ迅速な対応をはかるため、分担体制(表-5)を整備する。 

 

(3) 対策本部設置後は、表－４に定めるとおり外部諸機関との連絡を密に取る。 

 

(4) 事務局の長［総務部長等］は、厚生労働省がインフルエンザ流行の終息を宣言した

場合、その他必要がなくなった場合には、非常体制を解除または変更する。 

 

５．教育・訓練 

  (1)感染予防に関する教育 

   2-1 に記した感染予防に関して、従業員全員に対し教育・訓練を計画して実施する。 

 

(2)感染発生を想定した初動訓練 

 2-2(2)⑤に記した対応ができるよう訓練する。 

 

(3)供給継続に係る訓練 

優先業務 A の指定を受けた従事者に対して、通常の業務以外の指定を受けた者は、 

その業務が円滑に実施できるよう訓練する。 

 

(4)全体訓練 

対策本部の設置から始め、優先業務 A の遂行に至る一連の流れを確認する。 

  



 

 

 

表－１ 非常体制の組織例 

 

 

  

対策本部  

本部長  

副本部長 

総務班 

お客様対応班 

大口顧客班 

供給班 

システム班 

本部室 

事務局 



 

 

 

表－２ 体制発令の代行順位 

代行順位 代行者 

第１位 常務取締役 

第 2 位 取締役総務部長・工務部長 

第 3 位 取締役営業本部長 

第 4 位 取締役営業企画部長 

第 5 位 営業部長 

  



 

 

 

表－３ 非常体制の分担 

総括班 部署名 主な役割・業務 

本部長 代表取締役社長 対策本部業務の推進・総括 

副本部長 常務取締役 対策本部長の補佐 

事務局 各課長（班長） 対策本部内実施策の検討・実施 

 

 

総務班 

 

 

総務部総務課 

外部広報対応、役所対応、警備に関する

事項 

社員・グループ社員の勤務状況・安否確

認、感染予防・感染拡大阻止にかかる諸

行動の周知徹底 

お客さま対応班 営業部営業課、営業

保安課 

一般の般お客さま対応、受付対応 

大口顧客班 工務部工事管理課 大口お客さま対応 

供給班 工務部供給課 供給操作の検討・実施、導管事故処理計

画検討・実施、導管警備体制の確立 

システム班 総務部管理課、営業

企画課 

社内 IT システム維持に関する事項 



 

 

表－４ 防災関係機関との情報連絡等経路 

 

 

 

 

上記の連携は原則であり、災害対応上必要なときは各班で対応する。また、必要に

応じて、行政の対策本部・官公署と情報交換を行い、具体的な対応を図る。 

 

総務班 

報道機関  

宮城ケーブルテレビ  022-367-7711   

FMベイエリア     022-363-3781 

関東東北産業保管監査部東北支部 保安課  

通常時  022-221-4956 

 ＦＡＸ  022-261-1376 

 

日本ガス協会 総務部 03-3502-0111 

日本ガス協会 東北部会 022-266-0246 

厚生労働省 

宮城県対策本部  

塩竈市対策本部022-362-1111 

塩釜地区消防事務組合消防本部   

塩釜消防署 022-361-0119 

供給班 

内閣府(防災担当） 

総務省 

宮城県総務部危機対策課危機管理班 

022-211-2382 

宮城県警 塩釜警察署 

 022-362-4141 


